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４ 事業計画

施設・事業

小学校就学前のこどもが日常的に通う施設・事業は次のように区分されます。

区分 施設・事業 概要 対象年齢

幼稚園
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う

学校
３～５歳

認定こども園
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支

援も行う施設
０～５歳

保育所
就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育す

る施設
０～５歳

家庭的保育事業
利用定員が５人以下で、家庭的保育者の居宅またはその他の

場所で、家庭的保育者による保育を行う事業

小規模保育事業 利用定員が６人以上19人以下で保育を行う事業

居宅訪問型保育事業
保育を必要とする児童の居宅において家庭的保育者による保

育を行う事業

事業所内保育事業
事業所内の施設において、事業所の従業員のこどものほか、

地域の保育を必要とするこどもの保育を行う事業

０～２歳

地

域

型

保

育

事

業

教

育

・

保

育

施

設

教育・保育給付認定の区分

施設・事業を利用するにあたり認定を受ける必要があります。

１号認定 ２号認定 ３号認定

こどもの年齢 ３～５歳 ３～５歳 ０～２歳

保育の必要性 なし あり あり

利用できる

主な施設・事業

幼稚園

認定こども園

保育所

認定こども園

保育所

認定こども園

地域型保育事業

＜月120時間以上勤務している場合＞

保育標準時間（１日11時間まで）教育標準時間

（４時間程度の教育時間）
利用できる時間

＜月48時間以上120時間未満勤務している場合＞

保育短時間（１日８時間まで）

認定区分

教育・保育
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教育・

保育施設

地域型

保育事業
合計

15,488

教育利用 11,289

保育利用 38,902 38,902

27,785 3,261 31,046

15,049

教育利用 10,968

保育利用 39,463 39,463

28,244 3,489 31,733

14,706

教育利用 10,718

保育利用 39,667 39,667

28,414 3,717 32,131

14,481

教育利用 10,556

保育利用 40,075 40,075

28,685 3,907 32,592

14,381

教育利用 10,479

保育利用 40,255 40,255

28,824 4,211 33,035

38,353 38,353

38,353 38,353

38,353 38,353

38,353

38,353 38,353

38,353

幼稚園

利用

児童計

令

和

２

年

度 ３号

令

和

３

年

度

１号 幼稚園

利用

児童計

26,017

２号

３号

２号

２号

３号

32,660

確保の内容

１号

２号

26,777

30,747

量の見込み

令

和

５

年

度

１号 幼稚園

利用

児童計

25,037

３号

令

和

４

年

度

１号

28,655

33,272

29,359

令

和

６

年

度

１号 幼稚園

利用

児童計

24,860

２号

３号

26,401

31,449

27,308

32,106

27,941

幼稚園

利用

児童計

25,424

※ 提供区域…１・２・３号とも行政区に設定

※ 「２号（教育利用）」とは、保育の必要性があるが、幼児期の学校教育の利用希望が強く、幼稚園を
利用するこどものことです。「２号（保育利用）」は、それ以外のこどものことです。

就学前のこどもにかかる教育・保育（大阪市全体）

量の見込みと確保の内容



地域子ども・子育て支援事業（大阪市全体）
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事業名
提供

区域

量の見込み

確保の内容

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

量の見込み 16,696 17,251 17,696 18,134 18,565

確保の内容 20,340 20,789 20,998 21,294 21,491

量の見込み 32,803 32,645 32,569 32,416 32,121

確保の内容 32,803 32,645 32,569 32,416 32,121

量の見込み 15,243 15,138 15,072 14,976 14,827

確保の内容 15,243 15,138 15,072 14,976 14,827

量の見込み 1,230 1,232 1,218 1,227 1,227

確保の内容 1,230 1,232 1,218 1,227 1,227

量の見込み 469,506 463,706 453,085 445,231 437,751

確保の内容 141 141 141 141 138

量の見込み 655,297 636,720 622,209 612,690 608,459

確保の内容 655,297 636,720 622,209 612,690 608,459

量の見込み 477,636 464,057 453,478 446,623 443,365

確保の内容 477,636 464,057 453,478 446,623 443,365

量の見込み 89,660 90,061 89,764 89,800 89,898

確保の内容 89,660 90,061 89,764 89,800 89,898

量の見込み 43,157 43,275 43,208 43,234 43,360

確保の内容 43,157 43,275 43,208 43,234 43,360

量の見込み 17,581 17,579 17,515 17,496 17,513

確保の内容 17,581 17,579 17,515 17,496 17,513

量の見込み 3,438 3,435 3,438 3,428 3,404

確保の内容 3,438 3,435 3,438 3,428 3,404

量の見込み 24 24 24 24 24

確保の内容 24 24 24 24 24

23,986 24,086 24,002 24,090 24,212

277,694 278,781 277,769 278,727 280,076

乳児家庭全戸訪問事業 行政区 量の見込み 19,854 19,938 19,865 19,939 20,049

養育支援訪問事業 ー ー ー ー ー

（子ども家庭支援員） 353 388 426 468 514

（エンゼルサポーター） 221 243 267 293 322

（専門的家庭訪問事業） 521 523 521 523 526

市全域 人 量の見込み

量の見込み

人数

か所行政区利用者支援事業

人数

健診回数
妊婦健康診査事業 行政区

就学前

学童期

人日行政区
ファミリー・サポート・センター事業

（子育て援助活動支援事業）

一時預かり事業

（幼稚園在園児以外対象）
行政区 人日

病児・病後児保育事業 市全域 人日

人日

人回

か所
地域子育て支援拠点事業 行政区

単位

人延長保育事業（時間外保育事業） 行政区

人日行政区
一時預かり事業

（幼稚園在園児対象）

１号

２号

低学年

高学年

人日行政区

放課後の居場所を提供する事業

（児童いきいき放課後事業・

留守家庭児童対策事業）

子どものショートステイ事業

（子育て短期支援事業）
市全域
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５ 計画の推進にあたって

◆子ども・子育て支援会議

こどもの保護者、事業主・労働者を代表する者、こども・子育て支援に関する事
業者、学識経験者等で構成されており、計画の進捗管理及び検証・改善について意
見をいただきます。

◆大阪市こども・子育て支援施策推進本部会議

こども・子育て支援施策にかかる施策を総合的かつ円滑に推進するための全庁的
組織で、計画の進捗管理及び検証・改善を行い、施策の一層の充実を図ります。

計画の推進体制

◆検証・改善（ＰＤＣＡ）サイクルの確立

本計画を実効あるものとするため、毎年度の取組の進捗管理を行うとともに、基
本理念の達成に向けた効果検証を行い、施策の改善、充実を図ります。計画の中間
年においては、必要に応じて計画の見直しを行います。

◆進捗状況の公表

本計画の進捗状況については、大阪市のホームページに掲載するなど、より多く
の市民の方々に周知できるように努めます。

計画の進捗管理及び検証・改善

● 大阪市では、「ニア・イズ・ベター」を徹底して追求し、基礎自治に関する施
策や事業について、区民に身近なところで意思決定が行われるようにするため、
区長の権限や機能を強化し、区の特性や地域の実情に応じた区政運営を行ってい
ます。

● 区や地域での取組と全市域での取組が互いに補完し合いながら、それぞれの強
みを生かして地域のさまざまな活動主体との協働により進められるよう、こど
も・子育て支援にかかる取組を効果的に推進します。

自律した自治体型の区政運営


